
   奨学金返還支援制度のご案内    

株式会社孝歯会は、教育支援の一環として、「奨学金返還支援制度」を導入しました！この制度は、社

員や将来の従業員が高等教育を受ける際の経済的負担を軽減し、キャリアの発展を応援するもので

す。                

制度の目的        

• 経済的負担の軽減 

高等教育に伴う奨学金の返済負担を軽減します。 

• キャリア発展の促進 

社員のスキルアップや専門知識の獲得を支援し、彼らの職業生活の発展を後押しします。 

• 人材の定着と育成 

優秀な人材がより安心して長期的な雇用を得られる環境を提供します。 

支援対象者     

• 現職の社員 

当社で働く正社員および契約社員が対象です。 

• 将来の従業員 

当社に就職を希望する学生や転職者も支援の対象となります。 

 

なお、奨学金の返還支援は、公益財団法人 大阪府育英会および独立行政法人 日本学生支援機構の

奨学金をご利用の方を対象とさせていただいております。            

 

株式会社孝歯会は、この制度を通じて、社員一人ひとりの成長と成功を積極的にサポートしています。

                                                          

 

お問い合わせ    

詳細については、施設までお気軽にお問い合わせください！ 

株式会社孝歯会は、皆さんの夢とキャリアを応援しています！    

 

 

 

 


